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越谷市いのち支える自殺対策推進計画の概要について 

 

１、計画の趣旨 

平成２８年(2016年)３月に「自殺対策基本法」が改正され、自殺対策を「生き

ることの包括的な支援」と新たに位置づけるとともに、地方自治体に自殺対策計

画の策定が義務付けられました。これを受けて本市では平成３０年(2018年)６月

に「越谷市自殺対策推進条例」を制定（同年１０月施行）、平成３１年(2019年)

３月、「越谷市いのち支える自殺対策推進計画」を策定しました。 

本計画は、越谷市自殺対策推進条例の趣旨を具現化するものとして、「第４次

越谷市総合振興計画」のもとで、「第２次越谷市健康づくり行動計画・食育推進

計画『いきいき越谷２１』」と一体となり策定しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２、数値目標 

 国は自殺総合対策大綱において、令和８年（2026 年）までに自殺死亡率を平成

２７年（2015 年）より３０％以上減少させることと、数値目標を設定しています。 

 ※自殺死亡率・・・人口１０万人あたりの年間自殺者数の割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

年度 

2015

年度 

2016

年度 

2017

年度 

2018

年度 

2019

年度 

2020

年度 

2021

年度 

2022

年度 

2023

年度 

          

          

いきいき越谷 21 第２次越谷市健康づくり行動計画・食育推進計画 

越谷市いのち支える自殺対策推進計画 

資料１ 
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３、施策の体系 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３、本市の現状 
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４、計画の推進 

（１）官民協働による関係機関の連携推進 

   自殺対策は、医療、保健、福祉、生活、教育、労働等に関する様々な機関

や団体、関係者の参加のもと、官民協働による連携を通じて総合的に推進し

ていくことが必要です。自殺対策に係るネットワークへの幅広い参画を促

し、地域の関係者間で自殺対策の重要性に関する認識や自殺対策の理念、目

的等を共有するとともに、それぞれの主体が果たすべき役割の明確化、共有

化を図ることで、地域ぐるみで自殺対策の取組を推進していきます。 

 

 （２）市役所内の理解促進と推進体制の充実 

   自殺対策の推進にあたっては、市役所内の幅広い分野の関係課所が参画

し、庁内横断的な体制を整えることが必要です。市役所内において自殺対策

の重要性についての理解促進を図りながら、庁内推進体制を充実させていき

ます。 

  ※自殺対策施策報告…資料１－１「令和４年度 自殺対策施策報告書」 

 

５、本市における自殺の現状 

  資料１－２「令和４年 本市自殺の現状について」 

 

６、計画の評価 

  ・市政世論調査（２年に１回） 

  ・青少年意識調査（毎年１回） 

  ・越谷市自殺対策推進条例第１１条の規定に基づく報告（毎年１回、市議会

に報告）等 

上記により評価を行いながら、計画を推進してまいりました。 

    

 


